
災害時における物資輸送及び運営等の協力に関する協定 

 

 福山市（以下「甲」という。）と佐川急便株式会社中国支店（以下「乙」と

いう。）は、災害時の対応に資する取組に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福山市内で災害が発生し、又は発生のおそれがある場合

（以下「災害時」という。）において、甲に対する救援物資の緊急輸送体制

の速やかな構築及び人材、資機材等を活用した運営の協力について、甲が乙

に要請する事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、災害とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号）第２条第１号で定めるものをいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、第１条の目的を達成するため、乙に対し協力を要請することが

できるものとする。この場合において、乙は、業務上の支障又は被災等のや

むを得ない事由により協力することができないと乙が判断するときを除き、

可能な限り協力するものとする。 

２ 甲が乙に対し要請する事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 甲が管理する防災備蓄品の避難所等への配送 

(2) 甲が指定する物資拠点施設から避難所等への物資配送 

(3) 甲が指定する物資拠点施設の運営補助等 

(4) 乙が管理する資機材の提供 

(5) 乙に所属する人員による物資輸送拠点運営等の協力 

(6) 乙に所属する人員による避難所等の運営支援 

(7) その他協議し合意した事項 

３ 甲は、災害時において乙が前項に規定する要請に協力する際には、次の事

項について協力し、乙の物資輸送の継続に配慮するよう努めるものとする。 

(1) 乙が物資輸送に使用する車両に対する緊急通行車両確認証明書及び災害

対応従事車両証明書の速やかな発行 

(2) 罹災状況に係る情報の提供  



（要請手続） 

第４条 前条に規定する要請は、協力要請書（様式第１号）により行うものと

する。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後速やかに本書を

提出するものとする。 

２ 前項の規定により甲から乙に対して行う要請は、福山営業所を代表窓口と

して手続を行うものとする。 

 

（事故等） 

第５条 乙の提供した車両が、故障その他の理由により物資輸送等を中断した

ときは、乙は、速やかに代替の車両を手配し、その輸送を継続するよう努め

るものとする。 

２ 乙は、代替の車両が手配できない場合、甲に速やかに連絡を行い、甲の指

示を受けるものとする。 

 

（報告） 

第６条 乙は、協力業務を遂行したときは、次の事項を取りまとめ、後日、実

績報告書（様式第２号）を甲に提出するものとする。 

(1) 協力内容 

(2) 協力した場所 

(3) 要請によって使用した車両、資機材等 

(4) 従事者数 

(5) その他必要となる事項 

 

（経費の負担） 

第７条 この協定に基づく物資輸送及び運営等に要した経費は、その都度甲乙

協議して決定し、甲が負担する。 

２ 甲は、乙から前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、乙に

対し速やかに支払いを行うものとする。 

 

（損害の負担) 

第８条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲乙協議して定め

る。ただし、乙の責に帰するべき事由により生じた損害の負担は、乙が負う

ものとする。 

 

（補償) 

第９条 本協定に基づき乙が実施する業務に従事した者が、負傷し、疾病にか

かり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。

ただし、甲の責に帰するべき事由による場合は、この限りでない。 



（機密の保持及び情報提供） 

第１０条 甲及び乙は、本協定に基づく業務上知り得た秘密を他人に漏らし、

又は利用してはならない。業務終了後又は解除された後についても同様とす

る。 

また、甲及び乙はそれぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供するよ

う努めるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第１１条 甲及び乙は、本協定に基づく担当部署を定める、連絡窓口を選定す

るものとする。 

２ 甲及び乙は、毎年度当初に本協定に係る連絡担当者及び連絡手段について、

相互に確認するものとする。 

 

（協議） 

第１２条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙が協議の

上、決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とし、有効期間

満了の１か月前までに、甲乙いずれからも申出がない場合は、更に１年間延

長するものとし、以後も同様とする。 

 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各１通を

保有する。 

 

２０２５年（令和７年）３月１２日 

 

甲  広島県福山市東桜町３番５号 

                 福山市 

                 福山市長  枝広 直幹 

 

 

乙  広島県広島市南区出島１丁目１９番２０号 

                 佐川急便株式会社 中国支店 

支店長   岩崎 勇人 

  



様式第１号（第４条関係） 

協力要請書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

                          福 山 市 長 

                         （災害対策本部長） 

 

災害時における物資輸送及び運営等の協力に関する協定書第４条に基づき、 

次のとおり要請します。 

１ 協力を要請する事由 

 

２ 協力を必要とする場所 

 

 

３ 協力を必要とする要請内容（第３条第２項） ☑をつける 

□(1) 甲が管理する防災備蓄品の避難所等への配送 

□(2) 甲が指定する物資拠点施設から避難所等への物資配送 

□(3) 甲が指定する物資拠点施設の運営補助等 

□(4) 乙が管理する物資及び資機材の提供 

□(5) 乙に所属する人員による物資輸送拠点運営等の協力 

□(6) 乙に所属する人員による避難所等の運営支援 

□(7) その他協議し合意した事項 

【                                 】 

４ 協力を必要とする人数（※施設ごと） 

 

 

５ その他必要となる事項 

 

 

  連絡責任者の職名・名前 

 

 

  電話番号          ＦＡＸ 

  メールアドレス 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

実績報告書 

 

  年  月  日 

 

 福山市長様 

 （災害対策本部長） 

 

（報告者）            

住 所             

名 前             

 

災害時における物資輸送及び運営等の協力に関する協定書第６条に基づき、

要請のあった事項について、次のとおり報告します。 

１ 協力内容 

  第３条第２項第  号 

 

２ 協力した場所 

 

 

 

３ 要請によって使用した車両、資機材等 

  ○車両 

○車両台数 

○資機材等の名称 

○資機材の数 

○その他 

４ 従事者数（※施設ごと） 

 

５ その他必要となる事項 

 

  連絡責任者の職名・名前 

 

  電話番号          ＦＡＸ 

  メールアドレス 

 


